
日本政策金融公庫様向け 「ＴＫＣ会員事務所見学会」

平成２８年４月６日（水）に西村税理士事務所様において日本政策金融公庫豊岡支店様向け「ＴＫＣ会員事務所見学会」が開催されました。日本政策金融公庫様からは豊岡支店の本岡豊
支店長、潤井良幸課長代理、山本彰彦課長代理にご参加いただきました。冒頭、奥澤信之但馬支部長より、更なる連携に向けた取り組みとして、どのようにして信頼性の高い決算書が作
成されているのか、そのために会員事務所は、どういった業務を行っているのかについてご説明いただきました。今回は、ディスカッションを中心に進めた結果、相互理解が深まったという
感想を頂き、大盛況のうちに終わりました。

税理士法第１条（税理士の使命）

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

相手が誰であれ「正しいことは正しい、間違っているものは間違っている」
というスタンスで業務を行っています。お客様や税務署の言いなりにはなりません。

ＴＫＣ会計人は「月次巡回監査」をもって税理士法第４５条の裏付けとしています。

税理士法第４５条（脱税相談等をした場合の懲戒）

財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、
又は第３６条の規定に違反する行為をしたときは、１年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止処分
をすることができる。

２ 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は１年以内の
税理士業務の停止の処分をすることができる。

事務所内の管理体制にはＯＭＳ（オフィス・マネジメント・システム）を活
用しています。

ＯＭＳには「関与先カルテ」という関与先情報を一画面で確認できるツールがあり
ます。月次決算によって積み上げられた正しいデータをもとに、ボタン一つで過去５期
分の業績を比較できるので、お客様からの問い合わせにも即座に対応できます。ま
た、経営改善計画策定支援事業（７０００プロジェクト）で求められているモニタリング
も、ＴＫＣの自計化システムＦＸ２と継続ＭＡＳによって支援しています。ＦＸ２からは、

正しい数字から作成される「銀行報告用資料」や「決算業績報告シート」が印
刷でき、金融機関様へ提出する資料として活用しています。

自計化システムＦＸ２を活用した月次巡回監査によって、月次決算を実施し、月次決算のデータを第三者機関である株式会社ＴＫＣに送信（伝

送）することによって、月次決算後の伝票の遡及訂正を禁止しています。関与先企業の黒字経営と適正な申告の実現には、「適時・正確」な
記帳が必要であり、そのためには関与先企業で伝票入力（自計化）をしなければなりません。月次決算体制の構築を支援することが会計事務所の

大きな使命でもあります。そのために伝票作成のルールから領収書の管理方法など、関与先企業への初期指導が重要になってきます。いきな

りすべてのことができる関与先企業はありませんが、徐々に会計に対する意識も高まってきます。月次決算を１２ヶ月行い、決算まで完了すると記
帳適時性証明書が発行されます。記帳適時性証明書は毎月の処理状況を含め、税引き後当期純利益と決算書が一致している
ことを証明しています。

「税理士の使命」と「ＴＫＣ会計人のスタンス」

関与先情報のマネジメント

「書面添付」の意義

日本政策金融公庫様からの質問・感想

黒字経営と適正申告を支援する「月次巡回監査」

書面添付の実施割合は申告全体の７％ほどです。書面添付は税理士の職をかけた証明となるので初期指導から月次巡回監査、月次決算がきちんとできていなければなかな
かできません。それだけ価値のある書面添付、実は申告書に提出有無のチェック欄があります。「税理士法第３３条の２の書面提出有」に○が入っていれば、書面添付をしているこ
とになります。書面添付がある申告書は税理士が自信を持って「間違いない」と証明しているものなので、そこに記載されている数字は信頼してください。

・ＴＫＣの決算書について詳しく教えてください。

→（西村税理士事務所・渡邉様より）
ＴＫＣマークの下に決算書に付した番号が印字された決算書が正しい決算書です。一方で
番号が印字されない決算書も存在します。最終確定していない状態で決算書を印刷した場
合は、番号が印刷されないようにシステムが出来上がっています。今後は是非、ＴＫＣマー
クだけでなくその下にある番号の印字についても着目いただきたいです！！

・会計事務所の業務について理解を深めることができました。
（日本政策金融公庫・本岡豊支店長より）

交流会に参加する前までは、事務所が会計ソフトや給与ソフトを使って関与先企業に書記
指導をしているというイメージすらありませんでした。３０年間の勤務の中で、初めての見学
会参加であり、大変勉強になりました。
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ＯＭＳ 関与先カルテ

不意の来客時に
は、ＯＭＳの関与
先カルテを活用し、
関与先の財務状
況の大枠を把握し
た上で、お話しを
するようにしていま
す。

西村税理士事務所
所長 西村和彦 先生

真実性の担保、適正申告の実現、そして税理士業務の高水準確保等のためにＴＫＣ全国会が制定した一連の書類を作成できます。

西村税理士事務所
監査担当 渡邉 浩貴 様

ＴＫＣ全国会ＨＰにアクセスし、記帳適時性証明書の発行
日と発行番号を入れることで企業の処理状況を確認でき
ます！！

見学会風景


